
◎北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の

一部を改正する法律 
（平成三〇年七月二五日法律第七六号）（衆）   

一、提案理由（平成三〇年七月一〇日・衆議院本会議） 

○横光克彦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその

内容を御説明申し上げます。 

 まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する

法律案について申し上げます。 

 本案は、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況及び北方領土返還運動の拠点

である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施状況に鑑み、共同経済活動の進展も

踏まえつつ、北方領土問題等の解決の一層の促進を図るためのものであります。 

 そのために、北方領土隣接地域の経済の活性化に資する特定共同経済活動の円滑な実

施のための環境整備に関する規定を設けるとともに、北方領土隣接地域振興等基金の取

崩しに関する規定を追加することとしております。 

 本案は、昨九日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会におきまして、全会一致をも

って委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 

 なお、委員会におきまして、北方領土問題等の解決の促進及び北方領土隣接地域の振

興に関する件について決議が行われたことを申し添えます。 

……………（略）…………… 

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

〇決議（平成三〇年七月九日） 

 政府は、北方四島における共同経済活動の進展を踏まえつつ、北方領土問題の解決の

一層の促進と北方領土隣接地域の振興を図るため、「北方領土問題等の解決の促進のた

めの特別措置に関する法律の一部を改正する法律」の施行に当たり、次の事項について

十分配慮すべきである。 

一 北方四島における共同経済活動については、平和条約問題に関する日露双方の法的

立場を害さない形で行われることを必ず確保すること。 

二 主務大臣による特定共同経済活動の指定に当たっては、北方領土隣接地域の経済の

活性化に資するものとなるよう、北方領土隣接地域をはじめとした地元の要望や元島

民の方々の意見を十分踏まえること。 

三 特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な環境整備に係る事業については、

北方領土隣接地域において実施されるものとすること。 

四 北方領土隣接地域振興等基金を取り崩すに当たっては、地域振興等の推進に向けた

事業の必要性や緊急性を考慮し、基金の安定的な運営が図られるよう配慮すること。 

 右決議する。 

二、参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長報告（平成三〇年七月一八日） 



○石橋通宏君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、沖縄及び北方問題に

関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 

 まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する

法律案は、北方領土問題が今なお未解決であり、元島民の高齢化が進んでいる現在の状

況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施の状

況に鑑み、共同経済活動の進展も踏まえつつ、北方領土問題の解決の一層の促進を図る

ため、特別の措置を講ずべき施策として、共同経済活動のうち、北方領土隣接地域の経

済の活性化に資するものを特定共同経済活動と定義し、その円滑な実施のための環境整

備を追加するとともに、近年、北方領土隣接地域振興等基金の運用益が減少しているこ

とに鑑み、その取崩し等について定めようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、提出者である衆議院沖縄及

び北方問題に関する特別委員長横光克彦君より趣旨説明を聴取した後、共同経済活動を

法案に書き込んだ理由、共同経済活動及び特定経済活動の具体的内容、我が国の北方領

土における主権、平和条約問題に関する法的立場と共同経済活動、北方基金の取崩しの

在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対し七項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年七月一三日） 

 政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一、北方四島における共同経済活動について、その実現に向けた取組が北方領土問題の

解決に資するものであることを確認するとともに、平和条約問題に関する日露双方の

法的立場を害さない形で行われることを必ず確保すること。 

二、主務大臣による特定共同経済活動の指定について、北方領土隣接地域の経済の活性

化に資するものとなるよう、同地域を始めとした地元の要望や元島民の意見を十分踏

まえること。 

三、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な環境整備に係る事業について、北

方領土隣接地域において実施されるものとすること。 

四、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しについて、地域振興等の推進に向けた事業の

必要性や緊急性を踏まえるとともに、同基金の安定的な運営を考慮して行われるよう

努めること。 

五、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する融資事業に関し、元島民等融資対象

の方々の生活の実情や要望を踏まえた上で、その運用の在り方について不断の見直し

を行うよう努めること。 



六、北方領土隣接地域の実情を十分に勘案しつつ、同地域における経済・産業の活性化

と住民生活の安定が持続可能なものとなるよう、各種振興策の更なる充実強化を図る

とともに、そのために必要な財源の確保に努めること。 

七、北方領土問題の解決に向けて、学校教育における北方領土教育を始めとする次世代

の担い手の育成、政府及び関係団体等との間の連携強化等、国民的な運動の更なる強

化のための取組を進めること。 

  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


